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　環境基本法では環境の保全について広く関心と理解を深めるとともに、環
境の保全に関する活動を積極的に行う意欲を高めることを目的とし、6月 5
日を「環境の日」と定めています。また、環境省は 6月を「環境月間」として
おり、全国各地でさまざまな行事が行われます。
　かけがえのない財産である自然を守り、将来の世代へと引き継ぐためには、
6月の環境月間だけでなく、日頃から環境に目を向けることが大切です。
　今回の特集では、環境に関する取り組みの中でも、本市が行っている身近
な自然環境保全の取り組みの 1つ「ホタル目撃情報マップ」や、自然環境と
生物の多様性を守るための取り組みをお知らせするほか、市内で自然保護活
動を行っている 2つの団体を紹介します。
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豊かな水辺のシンボル「ホタル」

　初夏の風物詩ホタル。幻想的な光を放つホタルは、きれいな水質や適度な川の流れ、
カワニナ（ホタルの幼虫が食べる淡水生の巻き貝）の他に木や草が生える岸辺といった、
さまざまな環境条件が整った場所に生息しています。本市では、「身近な自然の美しさ
を発信することが、環境を大切にする意識啓発につながる」という思いから、毎年ホタ
ルの目撃情報をもとに「ホタル目撃情報マップ」を更新・公開しています。

例年多く目撃されている場所は、「つづらダム」や「横手
橋」「山の田水源地・赤木橋」「菰田橋」などです。

市HP
（ホタル目撃情報募集）

ホタルが目撃されているスポット

ホタル目撃情報マップ 2024

ホタル
目撃情報マップ

つづらダム（小佐々町）　　横手橋（横手町）
　山の田水源地・赤木橋（桜木町）　　菰田橋（菰田町）

※全てコラージュ写真。
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イメージ（ホタル目撃情報マップ 2023）

期間：5月中旬～ 6月中旬
時間：午後 8時～ 9時が最も多い
天気：雨風が強くないとき
気温：暖かい日（20度以上）

ホタル観察に良い条件

ホタルを見るときのお願い

・網などで捕らず自然のまま観察しましょう。
・車や懐中電灯などの光を向けないようにしましょう。
・カメラで撮影する場合は、フラッシュ発光しない設定
にしましょう。

・暗い中での移動は、足元などに十分気を付けましょう。
・大きな声や音を出さないようにしましょう。
・ごみは持ち帰りましょう。
・路上駐車や民有地への無断駐車は行わないようにしま
しょう。

・マムシ対策のため、長靴を履いて観察しましょう。



　本市では、市内に現存する野生生物を守り、将来世
代が現世代と同じように自然の恵みを享受できるよう、
市内で絶滅の恐れのある野生生物の現状を明らかにし
た「佐世保市レッドデータブック」を平成 14年に発行
し、その中で絶滅の恐れのある野生生物の種の一覧「佐
世保市レッドリスト」を公表しました。
　その後、平成 25 年度に改訂して以来、一定の期間
が経過したことから、その間の自然環境の変化や研究
の進歩による種名の変動などに対応するため、「佐世保
市レッドリスト（2023年度改訂版）」を作成しました。
　このレッドリストは、自然環境の保全にかかる意識
啓発や野生生物保護のための資料として活用するもの
であり、今後も必要に応じて見直しを行う予定です。

2023 年度版における見直しの概要
●環境省が定める判定基準に準拠するとともに、有識
者による最新の知見に基づく、掲載種のカテゴリー
（危険性のランク）の再評価
●レッドリスト掲載種別ごとの寸評を追加するととも
に、特筆すべき種については危機的となった理由な
どを追加
●保存することが望ましい地域の対象地区とその選定
理由を更新
●佐世保市レッドリスト改訂委員長による総評の追加

　アカミミガメとアメリカザリガニは、令和 5年 6月
1日から「条件付特定外来生物」に指定されました。
　条件付特定外来生物は、外来生物法に基づいて特定
外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生
物にかかる規制の一部を、当分の間、適用除外とする（規
制の一部がかからない）生物の通称です。
　指定された生物は、野外への放出や、生きた個体の
輸入・販売、購入、頒布を目的とした飼育などを許可
なく行うことが禁止されています。

条件付特定外来生物への規制の概要
●一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・
アメリカザリガニは、これまでどおりペットとして
飼うことができます（申請等の手続き不要）。寿命を
迎えるまで大切に飼育してください。
●アカミミガメ・アメリカザリガニを池や川などの野
外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止さ
れています。違反すると罰則・罰金の対象となります。
●アカミミガメ・アメリカザリガニを飼い続けること
ができなくなった場合は、責任を持って飼える人に
譲渡してください。

問環境省アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル
　☎ 0570-013-110
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自然環境と生物の多様性を守るための取り組み

　本市では、絶滅の恐れがある野生生物の種の一覧「佐世保市レッドリスト」を 10年ぶりに改訂し
ました。国においても、外来生物法の改正に伴ってアカミミガメとアメリカザリガニを「条件付特
定外来生物」に指定するなど、自然環境と生物の多様性を守るための取り組みを進めています。

「佐世保市レッドリスト」を改訂しました アカミミガメ・アメリカザリガニは
最後まで責任を持って飼育しましょう

ミヤマアカネ
（絶滅危惧ⅠA類（CR））

ニッポンバラタナゴ
（絶滅危惧ⅠA類（CR））

市HP
（佐世保市レッドリスト）

アメリカザリガニアカミミガメ

市HP
（条件付特定外来生物）

特集に関する問い合わせ　ゼロカーボンシティ推進室　☎ 37-6255
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市内で自然保護活動を行っている団体に話を聞きました

　平成 8年に設
立した「ふるさ
と自然の会」で
は、自然保護に

関する啓発活動や自然の調査、環境保
全のための活動などを行っています。
　ふるさとの自然を後世に伝えてい
くためには、専門的な調査や保全活
動も重要ですが、自然を大切にする
心を育てることが必要です。
　当会では、生物を観察するだけで
なく、水に入ったり風を感じたりす
る、自然を体で感じる野外活動「自然
体感会」を月 1回実施するなど、「知
る機会」を大切にしています。

　最近は「ニッポンバラタナゴ」や「ミ
ヤマアカネ」など、希少生物の調査や
保全活動に力を入れています。
　また、令和 5年度には県北地域に
おけるニホンジカの分布調査を行い、
その結果については佐世保市を含む
近隣の市町に情報提供を行うなど、
行政とも協力し合いながら自然保護
に関する取り組みを進めています。
　皆さんのちょっとした気遣いが地
域の生物を守ることにつながります
ので、まずは自然に興味を持つこと
からはじめてみてください。

（取材日　4月 30日） 問ふるさと自然の会
　☎ 78-2865

ふるさと自然の会

　会長　川内野　善治さん
興味を持つことで自然への理解が深まり
　ふるさとの自然を守る行動につながる

　九十九島ビジ
ターセンターで
は、九十九島の
調査活動や自然

情報を発信するほか、イベントや受け
入れ講座、出前授業など、さまざまな
形で九十九島の魅力を発信しています。
　当センターの活動では、子どもた
ちと接する機会が多く、分かりやす
い言葉で九十九島の魅力を伝えるこ
とを心掛けています。子どもたちに
「楽しかった」と感じてもらうことが
スタートだと思っており、気軽に遊
びに来てもらえるような場所を目指
していきたいです。

　また、子どもたちが進学や就職な
どで佐世保を離れたときに、九十九
島を含む地元の自然を誇りに思って
もらえるよう、これからもその魅力
を伝え続けていきたいです。
　市民の皆さんにとって、子どもの
頃から当たり前のようにある九十九
島ですが、この自然環境は、実はす
ごく豊かで素晴らしいものです。花
や野鳥などの自然から季節を感じる
ことができる幸せを感じてほしいな
と思います。
　九十九島の入口「九十九島ビジター
センター」にぜひ遊びに来てください。

（取材日　4月 30日）
問九十九島ビジターセンター
　☎ 28-7919

西海国立公園 九十九島ビジターセンター

センター長　宮本　博文さん
九十九島の自然を知ってもらうことが
　　　九十九島の保全につながる第一歩

ふるさと自然の会HP

西海国立公園
九十九島ビジターセンターHP

※自然観察会の様子です。
　興味のある方はお問い合わせください。

※自然体感会の様子です。
　興味のある方はお問い合わせください。

特集に関する問い合わせ　ゼロカーボンシティ推進室　☎37-6255
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